
「ＬＧＢＴ法案」の早期成立を求める意見書（案） 

 

性的少数者への理解増進を図る「ＬＧＢＴ法案」は、与野党の合意案が出来て

いたにも関わらず、自民党内の判断により今国会への提出が断念されました。 

本法案は、野党が国会提出した「ＬＧＢＴ差別解消法案」と、自民党提案の「理

解増進法案」を一体化し、超党派でＬＧＢＴ議連総会を開いて差別禁止規定など

を盛り込むようなどの修正を重ねたものでした。現在、世界８０カ国が性的少数

者に関する差別を禁止する法律を整備しているとされ、日本でも法律制定は急務

となっています。 

今国会での成立を求める署名は１０万６２５０人分にも及びます。署名を集め

た３団体の一つ、ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗さんは今年

３月、日本のＬＧＢＴに関する法整備の状況がＯＥＣＤ（経済協力開発機構）３

５カ国中３４位であることを指摘し、「国際社会の目には、五輪憲章に基づくオ

リンピック・パラリンピックを開催する準備ができていないと映っている。ＬＧ

ＢＴ平等法を成立させるのが開催国としての責任」と一刻も早い成立を求めてい

ます。本議会において、同法案を一刻も早く国会提出し制定することを要請しま

す。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出するものです。 
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